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20年度 20年度

現金・預金 23.7 未払金等 10.0
　　　　（内　外貨預け金） ( 8.9 )

有価証券 99.3 賞与引当金 0.3
　　　　（内　外貨証券） ( 90.0 )

未収金等 14.6 政府短期証券（※） 88.5
　　　　（参考　外国為替資金証券（グロス）） ( 108.0 )

貸付金 163.0 公債 681.3
　　　　（内　財政融資資金） ( 154.7 ) 　　　　（内　普通国債） ( 548.3 )

運用寄託金 125.0 　　　　（内　財政融資資金特別会計国債） ( 131.1 )
　　　　（内　厚生年金） ( 117.7 ) 借入金 22.2
貸倒引当金 △ 2.5 　　　　（内　交付税特会借入金） ( 21.1 )

預託金 14.7
有形固定資産 182.7

責任準備金 9.7
　国有財産(公共用財産除く） 36.7
　　　　（内　土地） ( 18.4 ) 公的年金預り金 136.3
　公共用財産 143.2 　　　　（内　厚生年金） ( 128.1 )
　　　　（内　治水） ( 66.9 ) 退職給付引当金 13.0
　　　　（内　道路） ( 61.6 )
　物品 2.9 その他の負債 6.3

無形固定資産 0.3

出資金 54.5
　　　　（内　公庫・特殊銀行等） ( 0.1 )
　　　　（内　特殊会社等） ( 13.8 )
　　　　（内　独立行政法人） ( 27.9 ) 資産・負債差額 △ 317.4
　　　　（内　国立大学法人等） ( 6.8 )
　　　　（内　国際機関） ( 5.9 )

その他の資産 4.2

国の貸借対照表（平成20年度末）

資産合計 664.8 負債及び資産・負債差額合計 664.8

＜資産の部＞ ＜負債の部＞

負債合計

（注）単位未満は四捨五入しているため、合計は必ずしも一致しない

982.2

＜資産・負債差額の部＞

（単位：兆円）

※　国の内部で保有するものを相殺消去している。



国有財産の概況

○ 国有財産107.3兆円のうち、土地の現在額は19.0兆円。

○ 土地のうち、行政財産13.6兆円、普通財産5.3兆円。

行政財産

種類 内訳
価格

（兆円）

防衛施設 5.1
空港施設

（羽田空港等）
0.8

公
矯正施設

（刑務所等）
0.5

用 裁判所施設 0.4
その他

（一般庁舎等）
5.3

小計 12.3

公共用
国営昭和記念公園、

新宿御苑等 0.5

皇室用 皇居等 0.4
企業用 国有林野事業 0.3

計① 13.6

普通財産

内訳
価格

（兆円）

在日米軍施設としての提
供財産（横田飛行場、

横須賀海軍施設、三沢
基地等）

2.4

地方公共団体等への貸付
財産（代々木公園、大阪城
等）

2.0

未利用国有地 0.3

その他国有地

（山林原野等）
0.5

計② 5.3

総計（①＋②） 19.0

・ 道路、河川等は含まれない。

・ 単位未満は切り捨てているため、計において一致しない場合がある。

【平成21年度末現在】

普通財産
72.1兆円

行政財産
35.2兆円

2.0兆円

公共用財産
0.7兆円

公用財産
25.1兆円

企業用財産
8.9兆円

独立行政法人等への
出資財産

64.7兆円

在日米軍施設としての
提供財産
3.5兆円

国有財産
107.3兆円

への貸付財産
地方公共団体等

0.4兆円
皇室用財産

未利用国有地
0.3兆円

国有財産の内訳 国有財産のうちの土地の内訳

その他
（旧石油公団株式等）

1.4兆円

（参考）公用財産25.1兆円のうち、一般庁舎・宿舎の用に供されている
国有財産は8.6兆円。

平成21年度末現在

平成22年11月19日国会報告
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土地売払代の推移と未利用国有地

【土地売払代の推移（財務省主管一般会計）】 【未利用国有地のストックの推移】

（注） 内閣府（沖縄）分を除く。 　（注）１　「売却困難財産」は、区画整理事業中、境界未確定等の理由から売却する
　　　　　　 ことが困難な財産である。
　　　　２　平成12年度末及び平成17年度末においては、台帳価格改定を行っている。

1,945

3,639

2,877

1,067
933

2,977

3,669

2,877
2,207

1,878

1,135

3,0493,081
3,162

2,256

1,816

2,165

2,454

2,173

0

1,000

2,000

3,000

4,000

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

億円

決算額 予算額

2,145

673

1,848
2,353 2,055

1,569 1,510 1,334 1,669

1,320
1,171

2,054

1,912

1,745

1,587

1,192
1,007 999 948

1,484

11,611
8,816

5,058

2,681

1,272 1,5211,104

1,032

4,038
3,6553,622

4,034

14,338

12,578

9,157

6,324

3,789

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

１３年度末 １４年度末 １５年度末 １６年度末 １７年度末 １８年度末 １９年度末 ２０年度末 ２１年度末

台帳価格（億円）

公用・公共用に利用する予定の財産

売却対象財産

売却困難財産

（注）
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用途廃止財産の引継ぎと基本的な管理処分の流れ

　行政財産の用途を廃止した場合は、各省各庁の長は、財務大臣に引き継がなければならない（国有財産法８条）。

○　各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない（国有財産法第５条）。

　　

　　財務大臣（財務局長等）は、これらの通知を受けて、引継ぎの適否を判定する。

（参考）

　衆議院及び参議院の行政財産の引継ぎにあたっては、原則、議院運営委員会の了承が必要。

○　普通財産は、財務大臣が管理し、又は処分しなければならない（国有財産法第６条）。

○　国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長（部局長）は、あらかじめ、財務大臣（財務局長等）

　に通知しなければならない（国有財産法施行令第３条）。

部　局　長

（行政財産の管理機関）

財 務 局 長 等

（普通財産の管理処分機関）

　引継通知

 　 引継ぎ
（受渡証書）
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政府出資（64.7兆円）の内訳

【平成2１年度末現在】

（注１）特殊会社等の株式（21.8兆円）のうち、政府保有義務分や法律による売却凍結分などを除くと0.6兆円（東京メトロ、成田国際空
港等）。

（注２）上記の政府出資（64.7兆円）のほか、石油公団の廃止に伴い国（エネルギー対策特別会計）に帰属した株式及び租税物納等に
より取得した株式等からなる「有価証券」（約0.7兆円）がある。

特殊会社等
【21.8兆円】

日本郵政、
日本政策金融公庫、
日本政策投資銀行、

ＮＴＴ、
ＪＴ　等

国立大学法人
【6.9兆円】

東京大学、
高エネルギー加速器

研究機構　等

国際機関
【5.7 兆円】

国際開発協会、
国際通貨基金　等

金融機関・
事業団等
【1.4兆円】

日本銀行、
日本中央競馬会　等

独立行政法人
【28.7兆円】

国際協力機構、
日本高速道路保有・債務返済機構、

福祉医療機構、
中小企業基盤整備機構

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 等
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独立行政法人の出資金について

○ 独立行政法人には、配当の制度がない。また、ほとんどの独法が運営費交付金を受けており、損益から運営費
交付金を除けば大半の法人（21年度決算ベースで８３法人）で損失を計上。

（参考） 独立行政法人通則法（抄）
第４４条 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、

積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
２ 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、

繰越欠損金として整理しなければならない。
３ 独立行政法人は、第一項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を第三十条第一項の認可を受けた中期

計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。）の同条第二項第六号の剰余金の使途に充てるこ
とができる。

４ 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
５ 第一項の規定による積立金の処分については、個別法で定める。

21年度末現在

法人名 台帳価格 法人名 台帳価格

1 国際協力機構 83,691 11 国立病院機構 4,128

2 日本高速道路保有・債務返済機構 56,758 12 国立印刷局 3,415

3 福祉医療機構 27,727 13 宇宙航空研究開発機構 3,202

4 住宅金融支援機構 12,009 14 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 3,186

5 中小企業基盤整備機構 10,958 15 産業技術総合研究所 3,172

6 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 9,166 16 日本貿易保険 2,820

7 都市再生機構 7,558 17 農業・食品産業技術総合研究機構 2,735

8 森林総合研究所 7,509 18 国立高等専門学校機構 2,571

9 雇用・能力開発機構 6,475 19 日本芸術文化振興会 2,377

10 日本原子力研究開発機構 5,680 20 日本スポーツ振興センター 2,209

独立行政法人　出資額　上位２０位

（単位：億円、単位未満切捨て）
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「庁舎等の売却・証券化手法についての検討会」（※）における
とりまとめ結果の概要（抜粋）

• 特に国民負担の軽減が図られるかという点については、国が庁舎等を保有するコ
ストを国債利回りとした上で、賃借することで新たに増加するコストとを比較するこ
とが適当であり、かつ、単純なセール＆リースバックは資金調達コストの差等から
国民負担が軽減されることはなく、国にとって有利とならないのではないかという意
見が多数を占めた。

• 他方、開発型証券化は個別の物件や提案内容次第であるが、法定容積率の利用
率の低い庁舎等について土地の開発余力が再評価され、その利益が実現するこ
とで国民負担が軽減され国にとって有利な場合があるのではないかとの意見も同
様に多数を占めた。

• こうしたことから、単純なセール＆リースバックは国民負担軽減には寄与しない一
方で、法定容積率の利用率が低い都市部の優良物件を開発型で証券化する場合
は国民負担が軽減されることもあり得ると考える。

• ただし、その大部分の国民負担軽減効果は証券化の効果ではなく、土地の開発余
力が再評価されたものと考える。

（※）平成18年7月 （座長：川口有一郎早大教授）
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「J-REITの配当利回り」と「長期国債（10年債）の利回り」の推移
7.962%（2009年2月）

2.598%（2007年5月）

0.000%

1.000%

2.000%

3.000%

4.000%

5.000%

6.000%

7.000%

8.000%

9.000%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 （年）

J-REIT配当利回り

長期国債（10年債）の利回り

　（注）○各データは月末の値を使用。
　　　　○長期国債（10年債）の利回りは、日本相互証券株式会社データより。
　　　　○J-REIT配当利回りについては、社団法人不動産証券化協会の「J-REIT予想分配金利回り」データより。
　　　　※「J-REIT予想分配金利回り」とは、「予想分配利回り＝（当期予想分配金+次期予想分配金）／投資口価格」により得られた各銘柄の分配金
　　　　　利回りを時価総額で加重平均したもの。（社団法人不動産証券化協会ホームページより）

1.920%（2006年4・6月）

0.541%（2003年5月）



財政融資資金貸付金の証券化限度額（予算）の推移と実績

10

証券化限度額 実績 発行日
表面利率

（対基準国債発行
　 スプレッド）

19年度 2,000億円 1,000億円 20年2月[第1回]
1.83％

(＋0.37％）

20年度 5,000億円 1,000億円 20年8月[第2回]
1.98％

（＋0.42％）

21年度 5,000億円 　　　0円 － －

22年度 2,000億円

23年度要求
2,000億円
（見込）

2,000億円

(注）  証券化に際しては、対国債スプレッドに加え、アレンジャー費用等の事務コストがかかっている。



財融CLO・財投機関債の発行スプレッド比較

第１回財融CLO・財投機関債の発行スプレッド比較

21.0

16.0
18.0

22.0

18.0

21.0

37.0

20.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

学生支援機構 鉄道建設・

運輸施設整

備支援機構

鉄道建設・

運輸施設整

備支援機構

住宅金融

支援機構

住宅金融

支援機構

住宅金融

支援機構

財融CLO

第１回債

国立大学財務・

経営センター

20/2/6 20/2/18 20/2/18 20/2/27 20/2/27 20/2/27 20/2/29 20/3/7

2年 4年 10年 5年 20年 10年 10年 5年

0.690% 1.005% 1.650% 1.102% 2.291% 1.662% 1.830% 1.202%

bp

【機関名】

【発行日】

【年限】

【応募者利回り】

第２回財融CLO・財投機関債の発行スプレッド比較

27.0

20.0

24.0

19.0
18.0

20.0

42.0

22.0

26.0

20.0 19.0 19.0
21.022.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

都市再生

機構

都市再生

機構

沖縄振興開

発金融公庫

鉄道建設・

運輸施設整

備支援機構

鉄道建設・

運輸施設整

備支援機構

福祉医療

機構

福祉医療

機構

国際協力

銀行

日本学生

支援機構

財融CLO

第２回債

住宅金融

支援機構

住宅金融

支援機構

住宅金融

支援機構

住宅金融

支援機構

20/6/20 20/6/20 20/6/11 20/6/18 20/6/18 20/6/19 20/6/19 20/6/27 20/7/9 20/8/6 20/9/5 20/9/5 20/9/5 20/9/5

5年 10年 10年 4年 10年 3年 10年 5年 2年 10年 5年 15年 20年 10年

1.604% 2.049% 1.972% 1.432% 2.016% 1.286% 1.991% 1.514% 1.080% 1.980% 1.178% 2.153% 2.343% 1.700%

bp

【機関名】

【発行日】

【年限】

【応募者利回り】

（注）財政融資資金貸付金の証券化については、20年2月及び8月に各1,000億円を実施。
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「新成長戦略」の閣議決定と合わせ、「新成長戦略における国有財産の有効活用について」（財務省）を策定・公表（平成22年6月18日）

国有財産の一層の有効活用に向けて、
地域・地方公共団体等との連携を図りつつ、以下のような具体的取組を展開。

財産の特性に応じた
管理処分

個々の土地の特性に応じ
た多様な手段を選択できるよ
う、その管理処分方針を多様
化

地方公共団体への未利用国
有地等の積極的情報提供を
実施

国有財産に関する相談窓口
の一本化などを実施

「新成長戦略における国有財産の有効活用」（22.6.18）の実施状況

新成長戦略（平成22年6月18日閣議決定）

新成長戦略において、「成長戦略実行計画
（工程表）」に以下の3項目を掲載。

定期借地権を活用した介護施設等への未利用国
有地の貸付等 （2010年度運用開始）

【Ⅱ健康大国戦略】

地域や社会のニーズに対応した国有財産・独立
行政法人保有資産の有効活用等（地域再生等に
係る利用促進） 【Ⅳ観光・地域活性化戦略】

子育て支援施設への未利用国有地の定期借地
権を活用した貸付けや庁舎・宿舎の空きスペース
の貸付け等 【Ⅵ雇用・人材戦略】

財務省として、新成長戦略に貢献して
いくとともに、国有財産行政を見直し、

「新成長戦略」 の閣議決定と合わせ、

「新成長戦略における国有財産の有
効活用について」を発表

財務省の内部のみでなく、
①一般からの意見募集
②民間有識者・実務者からの

ヒアリング実施
など、

プロセスもオープンにしながら
国有財産の有効活用について
検討

「新成長戦略における国有財産の有効活用について」（とりまとめ経緯）

国有財産の現況把握及び有
効活用を徹底するため、各省
庁に対する監査を
充実・強化

保育・介護施設など、社会福
祉分野における国有財産の有
効活用を推進

売却だけでなく、定期借地権
を利用した貸付なども実施

地域との連携強化 監査の充実・強化
人々の安心につながる分野での

国有財産の有効活用

13



売却

国有地の管理処分手法

貸付

交換

貸付が売却より有利とされる場合 ・・・ 売却した場合の収入（①） ＜ 貸付した場合の収入（②）
①・・・現時点の土地価格 ②・・・貸付により将来期待される収入の現在価値の総和

（②＝「毎期の純貸付料収入の現在価値の合計」＋「貸付期間満了時の土地価格（復帰価値）の現在価値」）

信託

個々の財産の特性に応じた管理処分

～「新成長戦略における国有財産の有効活用」（22.6.18）への取組状況

○ 国有財産の管理処分について、これまで原則売却を優先するとの方針を採ってきたが、個々の土地の特性に

○ 売却に加え、定期借地権を利用した新規の貸付や交換、信託の運用の拡大等により 適な活用手段を選択。

応じた多様な手段を選択できるよう、その管理処分方針を見直したところ。

一般的な処分方法である一般競争入札方式、随意契約方式の他、地域のまちづくりに資する財産等について
地区計画等活用型一般競争入札、二段階一般競争入札等、土地の特性に応じた売払方式を選択。

以下のような場合には定期借地権の活用による貸付を選択。
・新成長戦略に資する分野（社会福祉分野等）の施策に活用する場合

※社会福祉分野での国有地の定期借地も可能となるよう新規通達を発出（22年8月）。
・収益面で売却より有利な場合

（参考）売却と貸付の収益比較

土地の形状が悪く建物が建てられない国有地等において、隣接している土地と交換することで土地の有効活用
が可能な場合は、交換も選択可能。

※個々の土地の一層の有効活用を推進するため、交換の運用を拡大する通達改正を実施（22年7月）。

通常の売却に比し、国の利益が上回ることが見込まれる場合には、信託方式も選択可能 。
〔例〕民間知見を活用 ⇒ 民有地との一体整備や地下埋設物の撤去などを通じ資産価値を向上 ⇒ 売却

直近では首都圏に所在する法人貸付財産240件を信託（21年10月）、今後運用の拡大を検討。

※上記の手段を用い、未利用国有地のほか、独立行政法人から国庫納付された財産の有効活用を図る。 14



未利用国有地の保育所敷地への活用

定期借地権を利用した保育所設置を 宿舎の空きスペースを活用した

【活用予定宿舎】
宿舎名：小日向住宅
所在地：東京都文京区小日向２－１５－１
数 量：１戸

※現在、東京都文京区において保育ママ事業者を選定中

この他、財務局から活用可能宿舎の情報提供を実施

情報提供依頼のあった地方公共団体数･･･13団体
情報提供した宿舎数・戸数･･･30宿舎・71戸

（22年11月末現在）

宿舎の空きスペースを活用した保育ママ事業

【貸付先】
○東京都世田谷区（保育所敷地として利用予定）

※11月に区が運営法人の公募を開始
○神奈川県横浜市（保育所敷地として利用予定）

※12月に市が運営法人の公募を開始
○鳥取県鳥取市 （保育所敷地として利用予定）

この他、保育所等として未利用国有地13カ所について要望有

（22年11月末現在）

目的とする未利用国有地の貸付を実施 家庭的保育（保育ママ）事業を支援

人々の安心につながる分野での国有財産の有効活用

保育の多様化と量的拡大などを図るとした「新成長戦略」を踏まえ、未利用国有地の定期借地権を利用した貸付や

庁舎・宿舎の空きスペースの活用等、社会福祉分野における国有財産の有効活用のための新しい取り組みを実施。

【参考】
買い取りに比べ、

・土地取得費用が不要であり初期投資削減が可能
・一時的な地域ニーズにフレキシブルに対応可能
・事業者への転貸により、事業者による施設整備・経営も可能

【参考】
・「家庭的保育事業」は、保育士または研修を受けて市町村の認

定を受けた方が「家庭的保育者（保育ママ）」となって、自宅等で
児童を預かって保育サービスを提供する事業

・保育所施設の整備が不要であり、地方公共団体のコスト負担を
抑制。保育所不足に対する迅速な対応が可能

通達「社会福祉施設の整備を目的とした地方公共団体に対する定期
借地権の設定について」（平成22年8月27日財理第3644号）を発出

通達「地方公共団体における家庭的保育事業の実施のための国家公
務員宿舎の活用について」（平成22年6月28日財理第2632号）を発出

～「新成長戦略における国有財産の有効活用」（22.6.18）への取組状況

15



これまでは書面監査のみ

特別会計所属財産の現状

公用・公共用に利用する財産

民間に処分する財産

処分困難財産

処理促進

○ 適正な管理の指導
○ 処理促進につながる管理処分ノウハウの指導
○ 処分困難な財産の解消に向けた指導

使用中（貸付等）

区
分

対象財産を把握し、「未利用」、「農地・山林」、
「単独利用困難」及び「使用中」に分類

新たに特会所属財産全件について確認（現地）監査を実施

監査の充実・強化
（平成23年度以降）

従 来

特別会計所属普通財産の監査

未利用 農地・山林 単独利用困難
（地形狭長等）

○ 適正な管理の指導
○ 的確な財産分類（「未利用」、「農地・山林」等）の指導が中心

（未利用国有地の洗い出しほか）
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基本的考え方

国有財産行政におけるＰＲＥ戦略〔概要〕

○本年６月に策定した「新成長戦略における国有財産の有効活用」を受け、民間企業で行われているCRE(Corporate Real Estate)戦略を
参考に、庁舎・宿舎を含む国有財産についてPRE(Public Real Estate)戦略（不動産の 適化戦略）を検討。あわせて、公務員宿舎の在り
方も検討。

○検討に際しては、民間有識者からのヒアリングを実施し、プロセスをオープンにしながら検討。

・不動産関連コストの的確
な把握。

・コスト低減等のため長寿命
化・予防保全等を推進。

利用者利便の向上等の社
会的ニーズをより重視し、庁
舎等を活用。

新成長戦略に基づく定期借
地権の活用等、未利用地
等の有効活用を引き続き推
進。

国有財産を取り巻く現状

庁舎等に係る不動産の維持管理コス
トの把握・分析、中長期的な視点から
の維持管理が不十分。

PRE戦略に基づく国有財産行政の更なる展開PRE戦略に基づく国有財産行政の更なる展開

有効活用の更なる
徹底等

○より低コストで必要な性能・機能を獲得するため、
戦略的な維持管理や庁舎の長寿命化を推進。

○長寿命化対象施設について、各省庁の横断的な調
整を着実に実施。

長寿命化等の推進

長寿命化しない庁舎の移転・集約化

○長寿命化の対象としない庁舎について、国の出先機
関改革への対応も踏まえつつ、移転・集約化を推進。

○その際、ワンストップサービス化など利用者利便向上
にも十分配慮。

監査の活用

○入居官署の横断的な調整等と併せてＰＤＣＡサイ
クルを確立し、ＰＲＥ戦略を推進。

未利用財産等の更なる有効活用

○売却困難財産等についても、一時的な暫定活用
などを推進。

組織の連携と情報の一元化

○財務的意思決定と技術的判断の一体化を図るた
め、財務省と国交省の連携を強化。

情報公開の充実

○国有財産に関する情報の公開を推進。

○国有財産関連情報の集約・一元化。

庁舎等にかかる
財政コストの低減

庁舎等について、更なる効率化と、
より国民の利便性の向上等に向け
た活用が必要。

有効活用のための土地・スペースの洗出しと個々
の財産の特性に応じた多様な管理処分が重要（社
会福祉施設に対する定期借地権の活用等）。
【６月の「新成長戦略における国有財産の有効活用について」】

公務員宿舎の在り方

○必要宿舎戸数の再検証

○長寿命化と新規建設の抑制

○使用料の引き上げ 等
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